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豊田市区長会 第１回 役員会 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時  令和５年４月１２日（水） １５：００～ 

場 所  市役所 南庁舎７階 南７１委員会室 

     市役所 南庁舎５階 南５１会議室 

 

区長会シンボルマークの趣旨 

 

このシンボルマークは､ 

「人づくり・まちづくり・幸せづくり」

をひとつひとつの輪に託し、心を合わせ

て伸びていくことを表現しています 

市民の誓いシンボルマークの趣旨 

 

「豊田市の花『ひまわり』の種をモチー

フに、本文の５項目を明るいラインで表

し、実践活動を通して、わたくしたち市

民の手で、豊田市を未来に向かって育て

伸ばそう」という意味を表しています。 

このシンボルマークは､市の花「ひまわ

り」のなかに５つの誓いを５本の指で表

現しています。 

 

 



第１回区長会役員会次第  令和５年４月１２日（水）午後３時
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別紙

ページ

報告
内容

　別紙のとおりです。

報告
内容

　別紙のとおりです。

依頼
内容

　別紙のとおりです。

依頼
内容

　別紙のとおりです。

依頼
内容

 各地区区長会で「自治区運営の手引研修会」開催希
望日を決定し、各支所までご連絡お願いします。
【提出期限】令和５年４月２１日（金）
【提 出 先】各支所 地域振興担当（５ページ参照）
　　　　　　※挙母地域自治区については地域支援課

区長会役員会・総務委員会の日程について
24

―

5

自治区運営の手引説明会の開催について

26

―

2
地区コミュニティ会議について

21
―

4
区長会慶弔連絡等の取扱いについて

25
―

3

６　自己紹介

７　地域支援課　職員紹介

～休憩　会場移動～

４　地域振興部あいさつ

８　豊田警察署 報告・説明

（１） 犯罪発生状況・交通事故発生状況について
（２） 警察署と地区区長会との連携について

ページ

【場所　市役所７１委員会室／司会　地域支援課】

１　豊田市民の誓い唱和

２　開会のことば

３　市長あいさつ

５　令和５年度区長会役員選考結果について

（１） 役員選考委員長から報告
（２） 区長会長あいさつ

【場所　市役所 南５１会議室／司会　副会長】

９　区長会 報告・協議・依頼事項

1
自治区・豊田市区長会について

11

提出



協議
内容

　別紙のとおり、広告協賛を予定しています。

協議
内容

　別紙のとおりです。

報告
内容

　別紙のとおりです。

ページ

報告
内容

・状況は別紙のとおりです。
・事故報告書等は原則５日以内に提出をお願いしま
す。
※ふれあいサロン、元気アップ教室、地域子ども居場
所づくり等も自治区行事であれば該当行事届けに入れ
てください。

報告
内容

　令和５年度は対象者がいません

資料番号

依頼
内容

・ごみ非常事態宣言を発令しました。
・回覧の御協力をお願いいたします。
【連絡先】循環型社会推進課
　　　　　（電話：71-3001/FAX：71-3000）

依頼
内容

　災害の発生又は、災害発生の危険性が高く、市への
連絡が必要と判断された場合に市へ御連絡ください。
【連絡先】防災対策課（電話：34-6750/FAX：34-
6048）

ページ

・４月区長便送付物一覧 ・・・・ 42

・「広報とよた」配布についての注意点について ・・・・ 43

2

防災に関する緊急情報の提供等について（依頼） 防災対策課

2

1

ごみ非常事態宣言について（依頼） 循環型社会推進課

1

第２回役員会 ４月２６日（水）１４：００～ 豊田市役所 南庁舎５階 南５１会議室

１３　その他

１０　共済会運営委員会 報告事項

1

今期見舞金の支給状況について

39
―

１２　豊田市等からの依頼・情報提供事項

40

・第２８回　豊田市区長会『親睦ゴルフコンペ』のご案内

27
―

7
区長会総会運営（案）について

28
―

6
広告協賛について

1
地区コミュニティ会議会長の感謝状贈呈に関する対象者推薦について

8
自治区名の変更について

38
―

１１　コミュニティ会議会長連絡会　協議事項



(部⾧級) (次⾧級) (課⾧級)  (課⾧補佐級) (係⾧級）

部⾧
後藤哲也

室⾧ 課⾧ 副課⾧ 担当⾧
中川 さゆり 岡本裕之 松下 誠  田嶋優俊

塚田征弘
山本祐揮

主任主査
青木 剛

旭支所⾧ 副支所⾧ 副主幹 担当⾧
鈴木 満 鈴木啓介 浦野貴之  小野田秀夫

山田祐嗣
大石勝重

主任主査
大澤 学

足助支所⾧ 副支所⾧ 副主幹 担当⾧
青木 勉  八木寛元 深田真一 鵜井 浩

西村理恵子
 魚住太一

主任主査
深見美歌

稲武支所⾧ 副支所⾧ 副主幹 担当⾧
杉山寿美雄 岡部正志 柄澤哲也 青木昌宏

 鈴木宏光

小原支所⾧ 副支所⾧ 副主幹 担当⾧
能見秀行 天野博之  林 行宏 勝野一城

 古山武嗣
 加納祐太

（兼）和紙の   和紙のふるさと
ふるさと館⾧

能見秀行

上郷支所⾧ 副支所⾧ 担当⾧
 近藤 洋 下川涼太郎   小船貴恵

濱井敏郎

猿投支所⾧ 副支所⾧ 担当⾧
 広瀬 智 太田昌男 嶋田敦之

米﨑 真
宮石康弘

主任主査
寺田善紀

  石野出張所 所⾧
 本真弓

  保見出張所 所⾧ 担当⾧
 早川英孝 新見 徹

下山支所⾧ 副支所⾧ 担当⾧
 成瀬剛史 中根裕之 浅井豊久

 三上明子
鈴木春彦

高岡支所⾧ 副支所⾧ 副主幹 担当⾧
成瀬文浩  吉澤英俊 松原茂生 熊谷麻奈美

天野幸宏

高岡支所

令和５年度 地域振興部職制一覧表

〇地域自治システム（わくわく事業、地域課題解決事業）の推進
 山村地域における定住促進など活性化の推進

地域振興部

自治推進室
地域支援課

 区⾧会・自治区の支援、コミュニティ活動の振興
 挙母地域自治区の事業の執行          に関すること

旭支所

足助支所

稲武支所

小原支所

上郷支所

猿投支所

下山支所
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(部⾧級) (次⾧級) (課⾧級)  (課⾧補佐級) (係⾧級）
高橋支所⾧ 副支所⾧ 担当⾧

前田洋希  出口ひさと   野晋哉
佐林敦子

藤岡支所⾧ 副支所⾧ 副主幹 担当⾧
 山田政則 佐藤克明 市川智久  岩元賢二

 林ともみ
福岡正洋

主任主査
浦野慶則
林 達二

松平支所⾧ 副主幹 担当⾧
 村中正史 成瀬久繕  河合めぐみ

牛丸直樹

室⾧ 課⾧ 副課⾧ 担当⾧
 奥村 洋  中尾信広 福岡慶祐 田中絵里子

 武田直樹
塚本雄哉

主任主査
赤根達也

課⾧ 副課⾧ 担当⾧
 濱田孝光 尾形 洋 小出博文

主幹 深津拓也
北村 厚  野口友裕

 防犯                  に関すること

高橋支所

藤岡支所

松平支所

市民安全室

○地域防災計画、防災意識の普及・啓発、自主防災組織、
 災害対策本部の編成及び運営        に関すること

〇交通安全啓発・教育、交通安全施設整備、放置自転車、

交通安全防犯課

防災対策課
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支所連絡先一覧 

 

支所名 担当地区 住所 電話番号 

旭支所 旭 
〒444-2892 

小渡町船戸 15-1 
0565-68-2211 

足助支所 足助 
〒444-2424 

足助町宮ノ後 26-2 
0565-62-0600 

稲武支所 稲武 
〒441-2513 

稲武町竹ノ下 1-1 
0565-82-2511 

小原支所 小原 
〒470-0592 

小原町上平 441-1 
0565-65-2001 

上郷支所 上郷・末野原 
〒470-1218 

上郷町 5-1-1 
0565-21-0001 

地域支援課 

（挙母事務所） 

逢妻・朝日丘・梅坪台 

崇化館・浄水・豊南 

〒471-8501 

西町 3-60 
0565-34-6629 

猿投支所 
井郷・石野・猿投 

猿投台・保見 

〒470-0373 

四郷町東畑 70-1 
0565-45-1214 

下山支所 下山 
〒444-3242 

大沼町越田和 37-1 
0565-90-2111 

高岡支所 
前林・竜神 

若園・若林 

〒473-0933 

高岡町長根 51 
0565-53-2694 

高橋支所 高橋・益富・美里 
〒471-0014 

東山町 2-1-1 
0565-80-0077 

藤岡支所 藤岡・藤岡南 
〒470-0493 

藤岡飯野町田中 245 
0565-76-2101 

松平支所 松平 
〒444-2216 

九久平町寺前 16 
0565-58-0001 
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地域振興部職員配置図（南庁舎４Ｆフロア） R5.4.1～

●自治区・コミュニティ・地域自治区、山村振興などに関すること ●交通安全、交通事故防止、放置自転車問題、防犯に関すること ●地域防災計画、防災意識の普及啓発、災害対策本部などに関すること

直通℡　 34‐6629 直通℡ 34‐6633 直通℡ 34‐6750
FAX　　 35‐4745 （内線3-9533） FAX 32‐3794 （内線3-9513） FAX 34‐6048(内線3-9554)

内線 3-2012～2017 内線　　 3-2052～2057 内線 3-2072～2074

副課長 課長 室長

3-2071 3-2070

室長 会任 会任
副課長 水野 前田

裕子 弘司 主査 担当長
中島 小出

主査 担当長 担当長 市民会議 会任 会任  諒大 博文
磯部 塚本 武田 柴田 小林 鳥田 主幹 担当長

担当長 健 直哉 直樹 智早 靖昌 武宏 書記 主査 　 北村 野口
山本 加藤 谷口 　 厚 友裕
祐揮 主事 主事 主査 主査 会任 担当長 啄太 朝美

深見 中島 水野 内藤 南里 田中 消防士長 主事
太一 有梨 貴子 翠 慶 絵里子 会任 会任 西山 河原

作業台 水越 深津 結規 佳幸
　内線3-2012～2017 主事 引出1 主事 書記 保文 克正 　

古山 高井 細川 主査 主任主査 主事
主査 主事 担当長 えりか 棚 麻由佳 愛佳 清水 赤根 会任 会任 町屋 Net

伴 近藤 田嶋 美由希 達也 清水 原田 弦一郎 PC
悠平 綾香 優俊 豊治 公夫

引出 主事
主事 主査 加藤 担当長 主査

主事 吉村 大西 棚 麻愛 深津 鎌倉
谷口 亜美 仁美 拓也 未来
明日菜

区長会 内線3-2052～2055 内線3-2056・2057 主査 主事
会任 主事 作業台 中山 吉見 木下
横田 由美子 テーブル 翔哉 景輔
みよ子

入口

藤岡支所　支所長　山田政則　℡．76-2101 19-768-2-100(支所長）、200(副支所長)、201～203・210～215・300～307（担当）

高橋支所　支所長　前田洋希　℡．80-0077 小原支所　支所長　能見秀行　℡．65-2001 18-769-2-10(支所長）、11・20・22～28・30～32・34・35（担当）

上郷支所　支所長　近藤　洋　℡．21-0001 足助支所　支所長　青木　勉  ℡．62-0601 18-770-2-100(支所長）、101(副支所長)110～115・120～123・130～133（担当）

高岡支所　支所長　成瀬文浩　℡．53-2694 下山支所　支所長　成瀬剛史　℡．90-2111 18-771-2-140(支所長）、111～112・130～136・483・484（担当）

猿投支所　支所長　広瀬　智　℡．45-1214 旭支所　　支所長　鈴木　満　℡．68-2211 18-772-2-201(支所長）、210（副支所長）211～214・221～224（担当）

松平支所　支所長　村中正史　℡．58-0001 稲武支所　支所長　杉山寿美雄　℡．82-2511 18-778-2-10(支所長）、11（副支所長）、12・20～26・30～33・35（担当）

入口

部長
後藤　哲也

3-2000

塚田

杉浦

防災対策課

カウンター（長机）

奥村
3-2050

福岡　慶祐
3-2051

濱田　孝光
課長

中尾信広

地域支援課

内線3-2072～4

洋
3-2002

交通安全防犯課

副課長

支　所

剛

カウンター

入口

内線3-2072～4

担当長

川瀬
朋美

由里江

征弘

カウンター

作業台

松下　誠　
3-2011

カウンター

青木
主任主査

主査

中川
さゆり
3-2001

尾形　洋

課長
岡本 裕之
3-2010
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支所名 地区名 電話・Fax番号
区長会
担当者

交流館 館　 長 主任主事 電話

崇化館 近藤　かおる 山本　奈美 33-0750

梅坪台 杉山　浩子 厚味　洋子 31-0402

浄水 水野　小百合 鈴木　智美 42-5920

朝日丘 岡本　哲志 宇和　佐智子 34-1561

逢妻 岩月　正光 田辺　由美 34-3220

豊南 田中　真澄 杉浦　智江 27-2866

高橋 宇野　恵子 今井　千恵子 88-4887

美里 鈴木　雅子 髙橋　明子 80-1697

益富 寺澤　好之 大嶋　千里 80-3520

末野原 玉田　宏美 関守　由美子 26-6200

上郷 太田　庸介 相原　小季栄 21-1881

竜神 岩田　雅子 長谷川　博子 29-1819

若林 森波　かおり 所　明美 52-3858

前林 佐野　智子 寺地　はるみ 52-5474

若園 澤平　昭治 石川　稚佳子 53-0028

猿投台 兼子　雅彦 尾﨑　敦美 45-2838

井郷 竹田　康孝 小島　　恵 45-4807

猿投北 早川　千恵 幾永　みどり 45-5480

保見 杉本　尚久 浅野　ゆみ 48-3403

石野 佐藤　里佳 都築　淳子 42-1711

松平  
支所

松平
電話　58-0001
Fax 　58-0049

成瀬　久繕
牛丸　直樹

松平 筒井　初代 鈴木　恵 58-0073

藤岡 安藤　ルミ子 加藤　彩子 76-1612

藤岡南 梅村　法実 小田中　真由 75-1707

小原  
支所

小　原
電話　65-2001
Fax　 65-3695

勝野　一城
鈴木　琢爾

小原 川上　和美 大野　智代 65-3711

足助  
支所

足　助
電話　62-0601
Fax 　62-0606

八木　寛元
深田　真一
鵜井　　浩
板倉　通悦
川口　　純

足助 山口　美智雄 清水　昌子 62-1251

下山  
支所

下　山
電話　90-2111
Fax 　90-3344

中根　裕之
鈴木　晴彦
松本　理沙
筒井　貞裕

下山 梶　いづみ 城殿　明美 91-1650

旭
支所

旭
電話　68-2211
Fax   68-3476

浦野　貴之
大石　勝重
平井　一輝

旭 南　良明 熊谷　克予 68-2215

稲武  
支所

稲武
電話　82-2511
Fax 　82-3272

鈴木　宏光
安藤　泰弘

稲武 森　哲也 安藤　なおみ 83-1007

藤岡  
支所

電話　53-2694
Fax   53-3516

地　域　担　当

出口ひさと
 野　晋哉
川瀬　早希
眞野　珠実
永田　光浩

吉澤　英俊
松原　茂生
天野　幸宏
山口真紀子
倉地　浩通
山本　裕貴
川合　鉄二

電話　45-1214
Fax 　45-4824

猿投  
支所

太田　昌男
宮石　康弘
嶋田　敦之
古橋　芳輝
岩村　苑美
井沢　達也
岩村　麻衣

高岡  
支所

竜  神
若　林
前　林
若　園

松下　誠
田嶋　優俊
近藤　綾香　
吉村　亜美
(豊田市区長会)

中山 由美子

福岡　正洋
本多　靖

上郷  
支所

支所 交流館（コミュニティ会議）

挙母  
事務所

高  橋
美　里
益　富

電話　80-0077
Fax　 80-0092

高橋  
支所

電話　34-6629
Fax 　35-4745

崇化館
梅坪台
浄　水
朝日丘
逢　妻
豊　南

猿投台
井　郷
猿　投
保　見
石　野

藤岡
藤岡南

末野原
上　郷

電話　21-0001
Fax 　21-5095

下川涼太郎
小船　貴恵
鷹見　　愛
伊藤　寿信
梅津　　修

電話　76-2102
Fax 　76-4852
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地区名 自治区名 区長名 地区名 自治区名 区長名

崇化館 二区東部 深津澄男 崇化館 一　区 中川隆英

梅坪台 梅坪町 大谷忠司 梅坪台 上　原 山本孝宏

浄　水 大清水 上島貴 浄　水 逢妻町 田中正樹

朝日丘 樹　木 伊藤一廣 朝日丘 下　林 河合　保

逢  妻 本地新田 竹原田　力 逢  妻 本　地 岡部千治

高  橋 市木町 吉見匡保 高  橋 上　野 岩田弘勝

美  里 第一宝来 岡本　渉 美  里 御　立 水野吉朗

益  富 五ケ丘第８ 高村伸一 益  富 志賀町 鶴田政勝

豊  南 今 福士範行 豊　南 山之手 川上正弘

末野原 大林町 板倉武彦 末野原 鴛　鴨 長谷川芳孝

上  郷 中和会 奥田清仁 上  郷 上中島 成田達治

竜  神 緑ケ丘 中野昌則 竜  神 東　田 天野政敏

若  林 若　林 都築和彦 若  林 高美町 伊藤篤勇

前  林 駒　場 手島正文 前  林 西　岡 永田正明

若  園 花園町 寺田典明 若  園 吉原町 山内康孝

猿投台 青木台 山口五郎 猿投台 下越戸 呉山永石

井  郷 天　童 杉浦基之 井  郷 井　上 後田澄夫

猿  投 本徳町 山田和孝 猿  投 猿　投 眞木　保

保  見 大　畑 加藤富則 保  見 東保見町 湯浅進也

石  野 勘　八 小山伸二 石  野 力石町 阿部金一

松  平 松平志賀町 鈴木隆之 松  平 王　滝 鈴木敏道

藤　岡 上渡合 阿垣剛史 藤　岡 北一色 島田　勝

藤岡南 深　見 大山昌史 藤岡南 藤　営 藤本修身

小　原 小原中 鈴木雅和 小　原 大　平 加藤　章

足　助 萩　野 青木信行 足　助 足　助 三宅利幸

下　山 大　沼 鈴木　悟 下　山 和　合 加藤幸峰

旭 築　羽 安藤国博 旭 小　渡 田村重幸

稲　武 小田木町 青木孝夫 稲　武 富永町 伊藤秀治

Ｒ５役員名簿 Ｒ５総務委員名簿

令和５年度豊田市区長会　役員・総務委員名簿
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区長会役職選考に関する内規 

 

１ 役員選考委員選出方法等 

（１）役員選考委員の選出 

選考委員は、前年度において次の６ブロックの地区会長の中から、１名ずつの推薦を受け、

会長が指名する。 

   選考委員は、原則として、４役（会長、副会長、書記、会計）への就任はないものとする。 

ブロック（自治区数） 構 成 地 区 

１ブロック（39） 崇化館(12)、梅坪台(4)、浄水(5)、朝日丘(7)、逢妻(11) 

２ブロック（65） 高橋(15)、美里(14)、益富(14)、松平(22) 

３ブロック（37） 豊南(9)、末野原(11)、上郷(17) 

４ブロック（26） 竜神(8)、若林(4)、前林(11)、若園(3)、 

５ブロック（56） 猿投台(11)、井郷(5)、猿投(8)、保見(13)、石野(19) 

６ブロック（75） 藤岡(18)、藤岡南(6)、小原(12)、足助(14)、下山(7)、旭(5)、稲武(13)  

 

（２）役員選考委員会における選考 

   選考委員会への出席は、選考委員６名と、区長会事務局とする。 

選考委員会は、選考委員長を互選する。 

選考委員会では、地区区長会が提出した役職推薦書を参考に、選考基準等に照らし、協議の

うえ決定する。 

 

２  会長・副会長・書記・会計の任期・選考基準等 

（１）区長会長１名について 

① 会長任期は１期１年２期までとする。 

なお、任期終了後２年経過したときは、再選できるものとする。 

② 会長の選考にあたっては、地区区長会の持ち回り等、地域的な配慮をなくし、人物本位で

選考に当たるものとする。 

③ １年以上の地区会長経験を持つ地区会長から選考するものとする。 

④ 会長の選考に当たっては、次の事項を確認し行うものとする。 

・他の模範となるような自治区運営がされていること。 

・関係地区区長会の全面的な支持があること。 

・区長会長としての職務を遂行できる識見と体力があること。 

 

（２）副会長３名について 

① 副会長の任期は１期１年２期までとする。 

ただし、任期終了後２年経過したときは、再選できるものとする。 

② 副会長３名の選考に当たっては、地区エリア等に配慮し選考するものとする。 

③ 副会長についても区長経験年数等にとらわれず、人物本位の選考とする。 

④ 会長に事故があった場合に備えて、会長代行者を決めておくものとする。 

この場合の代行期間は、当該年度末までとする。 

  ⑤ 会長代行者の副会長の選考に当たっては、（１）④の事項を確認し行うものとする。 
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⑥ 原則１年以上の区長経験を持つ地区会長から選考するものとする。 

⑦ 会長代行者以外の副会長２名は、書記・会計をそれぞれ兼ねるものとする。 

 

（３）書記１名、会計１名について 

① 任期は１期１年２期までとする。 

② 地区エリア等に配慮し、選考するものとする。 

③ 原則１年以上の区長経験を持つ地区会長から選考するものとする。 

 

３ 施行期日 

この内規は、平成２０年１月４日から施行する。 

（選考委員は、６ブロックの地区会長の中から１名ずつの推薦を受けると変更する。

選考委員は、「役職推薦書の提出のない地区会長とする」から「4役への就任はな

いものとする」と変更する。） 

この内規は、平成２１年４月１日から施行する。 

（高橋、豊南地区の自治区数を変更する。） 

この内規は、平成２３年４月１日から施行する。 

（逢妻、猿投台地区の自治区数を変更する。藤岡地区を藤岡と藤岡南に分離する。） 

この内規は、平成２６年４月１日から施行する。 

（ただし書き、「該当する地区会長がいない場合は、前年度の役員会による推薦を

うけた地区会長が役員選考委員会の承認を経て就任するものとする。」から「１

年以上の区長経験を持つ地区会長がいないブロックはブロックの推薦があれば

役員選考委員会で選考できる。」と変更する。） 

  この内規は、平成２７年４月１日から施行する。 

（会長任期について、規約との整合。） 

   この内規は、平成２８年４月１日から施行する。 

（末野原地区の自治区数を変更する。梅坪台地区を梅坪台と浄水に分離する。） 

この内規は、平成２９年４月１日から施行する。 

（選考委員会への出席者に会長代行を追加する。会長任期のただし書きを追加す

る。） 

   この内規は、平成３０年４月１日から施行する。 

（会長任期のただし書きを削除する。会長任期を１期１年２期までに変更する。） 

この内規は、令和３年１月１日から施行する。 

（選考委員会の出席者から前年度の区長会長（会長代行）を削除する。） 

この内規は、令和４年４月１日から施行する。 

（末野原地区と足助地区の自治区数を変更する。） 

  この内規は、令和４年１２月 1日から施行する。 

（役職推薦書の提出を総務委員から地区区長会に変更する。副会長及び書記・会計

の選考における「１年以上の区長経験をもつ地区会長」を「原則１年以上の区長

経験をもつ地区会長」に変更する。選考における但し書を削除する。） 
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令和５年度豊田市区長会役員選考委員名簿 

 

ブロック 地区 自治区 役員選考委員 

１ 朝日丘 金谷 水野
み ず の

 和之
かずゆき

 

２ 松平 松平志賀町 鈴木
す ず き

 隆之
たかゆき

 

３ 上郷 宗定 石川
いしかわ

 勇
ゆ う

次
じ

 

４ 前林 堤町 酒井
さ か い

 雅宣
まさのぶ

 

５ 石野 野口 小池
こ い け

 伸二
し ん じ

 

６ 藤岡南 藤営 藤本
ふ じ も と

 修身
お さ み

 

 

 

《参考》区長会ブロック 

１ブロック （崇化館・梅坪台・浄水・朝日丘・逢妻） 

２ブロック （高橋・美里・益富・松平） 

３ブロック （豊南・末野原・上郷） 

４ブロック （竜神・若林・前林・若園） 

５ブロック （猿投台・井郷・猿投・保見・石野） 

６ブロック （藤岡・藤岡南・小原・足助・下山・旭・稲武） 
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役職名 区長名 地区名 自治区名

会 長 阿垣剛史 藤　岡 上渡合

副会長 寺田典明 若　園 花園町

副会長兼書記 深津澄男 崇化館 二区東部

副会長兼会計 山口五郎 猿投台 青木台

書　記 福士範行 豊　南 今

会　計 吉見匡保 高　橋 市木町

理 事 大谷忠司 梅坪台 梅坪町

理 事 上島貴 浄　水 大清水

理 事 伊藤一廣 朝日丘 樹　木

理 事 竹原田　力 逢  妻 本地新田

理 事 岡本　渉 美  里 第一宝来

理 事 高村伸一 益  富 五ケ丘第８

理 事 板倉武彦 末野原 大林町

理 事 奥田清仁 上  郷 中和会

理 事 中野昌則 竜  神 緑ケ丘

理 事 都築和彦 若  林 若　林

理 事 手島正文 前  林 駒　場

理 事 杉浦基之 井  郷 天　童

理 事 山田和孝 猿  投 本徳町

理 事 加藤富則 保  見 大　畑

理 事 小山伸二 石  野 勘　八

理 事 鈴木隆之 松  平 松平志賀町

理 事 大山昌史 藤岡南 深　見

理 事 鈴木雅和 小　原 小原中

理 事 青木信行 足　助 萩　野

理 事 鈴木　悟 下　山 大　沼

理 事 安藤国博 旭 築　羽

理 事 青木孝夫 稲　武 小田木町

会計監査委員 山本孝宏 梅坪台 上　原

会計監査委員 清水高明 竜　神 竹　中

令和５年度　豊田市区長会役員(案）
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（出典）豊田市区長会５０周年記念誌



豊田市区長会会則（案） 

 

目次 

第１章 総則（第１条～第５条） 

第２章  会員（第６条～第８条） 

第３章  役員等（第９条～第１７条） 

第４章  会議 

第１節 会議（第１８条） 

  第２節 総会（第１９条～第２８条） 

  第３節 役員会（第２９条～第３４条） 

第４節 総務委員会（第３５条～第４０条） 

  第５節 地区連絡会（第４１条） 

第５章 財務（第４２条～第４８条） 

第６章 会則の変更及び解散（第４９条～第５１条） 

第７章 その他（第５２条・第５３条） 

 附則 

 

第１章    総 則 

（名  称） 

第１条  本会は、豊田市区長会と称する。 

（目  的） 

第２条 本会は、会員のコミュニケーションを図るとともに、自治区運営力の向上と行政と

の共働による住民自治の振興に努め、もって自治区を核とする地域づくり・人づくりに寄与

することを目的とする。 

（事 業） 

第３条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）自治区及び中学校区の自治区で組織する地区区長会（以下「地区区長会」という。）

相互の連絡調整及び助言に関すること 

（２）自治区活動に関する共通課題や自治区活動の円滑化のための調査研究に関すること 

（３）行政機関及び関係団体との連絡協調に関すること 

（４）会員等の慶弔及び表彰に関すること 

（５）その他、この会の目的達成のために必要なこと 

（区 域） 

第４条  本会の区域は、豊田市全域とする。 

（主たる事務所） 

第５条  本会の主たる事務所は、豊田市西町３丁目６０番地豊田市役所内に置く。 
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第２章    会 員 

（組 織） 

第６条  本会の会員は、区長をもって組織する。 

（入 会） 

第７条  第４条に定める区域の区長に就任したものは、本会に入会したものとする。 

（退 会） 

第８条  前条で入会した会員が次の各号の一つに該当する場合には、退会したものとする。 

（１）第４条に定める区域内に住所を有しなくなった場合 

（２）区長を退任した場合 

２  会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。 

 

第３章    役員等 

（役  員） 

第９条  本会に次の役員を置く。 

（１）会  長        １名 

（２）副会長        ３名 

（３）書  記        １名 

（４）会  計        １名 

（５）理  事      ２２名 

（役員の選任） 

第１０条  役員は、地区区長会の代表があたる。 

２ 会長、副会長、書記、会計の選考は、別の定めにより選出された選考委員で構成する選

考委員会が、別の定めにより行い、総会の承認を得て決定する。 

（役員の職務） 

第１１条  会長は、会務を総括するとともに、本会を代表する。 

２  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

３  書記は、総会資料等を調製するとともに重要事項を記録保管する。 

４  会計は、本会の会計を処理する。 

５  理事は、会務の審議と執行にあたる。 

６ 役員は、当該地区のコミュニティ会議の会長を兼ねる。 

（委  員） 

第１２条  本会に次の委員を置く。 

（１）会計監査委員      ２名 

（２）総務委員        ２８名 

（委員の選任） 

第１３条 会計監査委員は、別に定める選考委員会が会員の内から選考し、総会の承認を得

て決定する。 

２ 会計監査委員は、役員と兼務することができない。 
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３  総務委員は、地区区長会から１名選考する。 

（委員の職務） 

第１４条 会計監査委員は、次に掲げる業務を行う。 

（１）本会の会計事務を監査すること 

（２）会計について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること 

（３）前項の報告をするため必要があると認めたときは、総会の招集を請求すること 

２  総務委員は、区長会表彰候補者の選考にあたるほか、本会及び自治区運営に係る諸問題

について研究する。 

（欠員等による役員等の選任） 

第１５条 役員及び委員（以下「役員等」という。）に欠員が生じた時又はその職務を辞す

ることについて本人若しくは親族の意思が確認できた場合は、役員会の承認により役員等を

選任することができるものとする。この場合において、役員会の承認をもって総会の承認と

みなす。 

（役員の任期） 

第１６条 会長の任期は１期１年とし、２期までとする。ただし、任期終了後２年を経過し

た後は、再選できるものとする 

２ 副会長の任期は１期１年とし、２期までとする。ただし、任期終了後２年を経過した後

は、再任できるものとする。 

３ 書記及び会計の任期は１期１年とし、２期までとする。 

４ 理事及び委員の任期は１期１年とする。 

５ 役員等は、任期満了後も後任者が決定するまでその職務を遂行する。 

６ 前条の規定により選出された役員等の任期は、前任者の残任期間とする。 

（役員等の費用弁償） 

第１７条  本会は、役員等がその職務を遂行するうえで要する経費を支弁するため、費用を

弁償することができる。 

２  前項の費用弁償は別に定め、予算議決を受けなければならない。 

（区長会事務局） 

第１８条  本会には、事務局を置くことができる。 

２ 前項の所掌事務等については役員会が別に定める。 

 

第４章    会 議 

 第１節 会 議 

（会  議） 

第１９条  本会の会議は、次のとおりとする。 

（１）総会 

（２）役員会 

（３）総務委員会 

（４）地区区長会 
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（５）その他役員会が必要と認める会議 

 

第２節 総 会 

（総会の種別） 

第２０条  総会は、定期総会と臨時総会の２種類とする。 

（総会の構成） 

第２１条  総会は、会員をもって構成する。 

（総会の権能） 

第２２条  定期総会は、次に定めるもののほか、区長会の運営に関する重要なことを議決す

る。 

（１）事業計画および予算の承認 

（２）事業報告および決算の承認 

（３）役員等の承認 

（４）会則改正の承認 

（５）その他必要な事項 

（総会の開催） 

第２３条  通常総会は、毎年１回開催する。 

２  臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。 

（１）会長が必要と認めたとき。 

（２）全会員の３分の１以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 

（３）第１４条第１項第３号の規定により監事から開催の請求があったとき。 

（総会の招集） 

第２４条  総会は、会長が招集する。 

２  会長は、前条第２項第２号及び第３号の規定による請求があったときは、その請求の日

から３０日以内に臨時総会を招集しなければならない。 

３  総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示し

て、開会の日の５日前までに文書をもって通知しなければならない。 

（総会の議長） 

第２５条  総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。 

（総会の定足数） 

第２６条 総会は、会員の半数以上の出席がなければ、開会することができない。 

（会員の議決権） 

第２７条  会員は、総会において各々１箇の表決権を有する。 

(総会の書面表決等) 

第２８条  止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事

項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。 

２  前項の場合における第２６条及び第２８条第３項の規定の適用については、その会員

は出席したものとみなす。 
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３  総会の議事は、出席者の３分の２以上の同意により決する。 

(総会の議事録） 

第２９条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

（１）日時及び場所 

（２）会員の現在数及び出席者数（書面表決者及び表決委任者を含む） 

（３）開催目的、審議事項及び議決事項 

（４）議事の経過の概要及びその結果 

（５）議事録署名人の選任に関する事項 

２  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名をし

なければならない。 

 

 第３節 役員会 

（役員会の構成） 

第３０条 役員会は、第９条に定める者をもって構成する。 

（役員会の権能） 

第３１条  役員会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 

（１）総会に付議すべき事項 

（２）総会の議決した事項の執行に関する事項 

（３）その他総会の議決を要しない本会の業務の執行に関する事項 

（役員会の招集等） 

第３２条  役員会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。 

（１）定例役員会（原則毎月１回） 

（２）会長が必要と認めたとき。 

２  会長は、役員の２分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集

の請求があったときは、定例役員会では不適当であると認められるにおいては、その請求の

あった日から３０日以内に役員会を招集しなければならない。 

３ 第１項第２号並びに第２項によって役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的

及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも５日前までに通知しなければならない。 

（役員会の議長） 

第３３条  役員会の議長は、会長がこれにあたる。 

（役員会の定足数等） 

第３４条  役員会には、第２６条及び第２８条の規定を準用する。この場合において、これ

らの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるも

のとする。 

（役員会の傍聴） 

第３５条 会員は、役員会を傍聴することができる。ただし、議長が会議を公開しないこと

としたときは、この限りでない。 

２ 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、役員会が別に定
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める。  

（合同会議） 

第３６条  役員会は、必要に応じて総務委員会と合同で開催できる。 

 

第４節 総務委員会 

（総務委員会の構成） 

第３７条 総務委員会は、第１２条第１項第２号に定める者をもって構成する。 

（委員長等） 

第３８条 総務委員会に委員長及び副委員長を各１名置き、当該構成員の互選により決定す

る。 

２ 委員長は、総務委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（総務委員会の招集等） 

第３９条  総務委員会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。 

（１）定例総務委員会（原則２ヶ月に１回） 

（２）委員長が必要と認めたとき。 

２  委員長は、総務委員の２分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもっ

て招集の請求があったときは、その請求のあった日から３０日以内に総務委員会を招集しな

ければならない。 

３  第１項第２号並びに第２項によって総務委員会を招集するときは、会議の日時、場所、

目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも５日前までに通知しなければならな

い。 

（総務委員会の議長） 

第４０条  総務委員会の議長は、委員長がこれにあたる。 

（役員会の定足数等） 

第４１条  総務委員会には、第２６条及び第２８条の規定を準用する。この場合において、

これらの規定中「総会」とあるのは「総務委員会」と、「会員」とあるのは「総務委員」と

読み替えるものとする。 

（小委員会の設置等） 

第４２条  総務委員会は、小委員会を設置できるほか、役員会の承認を得て関係区長からな

る研究会を設置するなど、必要な措置をとることができる。 

（総務委員会の傍聴） 

第４３条 総務委員会の傍聴は、第３５条の規定を準用する。この場合において、第３５条

第 1項の規定中「役員会」とあるのは「総務委員会」と読み替えるものとする。 

 

 第５節 地区区長会 

（地区区長会） 
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第４４条  地区区長会は、中学校区の自治区をもって組織する。 

２  地区区長会は、複数地区の合同で開催できる。 

 

   第５章 財 務 

（会  費） 

第４５条  会員は、会費を納入しなければならない。 

２  会費は、年間３０，０００円とする。 

３  既納の会費は、返還しないものとする。 

 (資産の構成） 

第４６条  本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

（１）別に定める財産目録記載の資産 

（２）会費 

（３）活動に伴う収入 

（４）資産から生じる果実 

（５）その他の収入 

（資産の管理） 

第４７条  本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。 

（経費の支弁） 

第４８条  本会の経費は、次の各号に掲げるものをもって支弁する。 

（１）会  費 

（２）寄付金 

（３）その他の収入 

（事業計画及び予算） 

第４９条  本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、原則として毎会計年度開始前に、総

会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 

２  前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合に

は、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入

支出をすることができる。 

（事業報告及び決算） 

第５０条  本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書、財産目録等作成し、

監事の監査を受け、毎会計年度毎に総会の承認を受けなければならない。 

（会計年度） 

第５１条  本会の会計年度は、４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

第６章    会則の変更及び解散 

（会則の変更） 

第５２条  この会則は、総会において総会員の４分の３以上の議決を得なければ変更する

ことはできない。 
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（解散） 

第５３条  本会を解散するときは、総会において総会員の４分の３以上の承諾を得なけれ

ばならない。 

（残余財産の処分） 

第５４条  本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の４分の３以上の

議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。 

 

第７章    その他 

（備付け帳簿及び書類） 

第５５条  本会の事務所には、次の帳簿及び書類を主たる事務所に備え置かなければなら

ない。 

（１）会則 

（２）構成員名簿、役員名簿 

（３）総会の議事録 

（４）収支に関する帳簿及び証拠書類 

（５）財産目録その他資産の状況を示す書類 

（６）その他必要な帳簿及び書類 

（委  任） 

第５６条  この会則に定めるもののほか、必要な事項は役員会が別に定める。 

 

 附 則 

この会則は、平成３年４月１日から施行する。 

 附 則 

この会則は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則 

この会則は、平成１１年４月 1日から施行する。 

 附 則 

この会則は、平成１６年４月１日から施行する。 

 附 則 

この会則は、平成１７年４月１日から施行する。 

 附 則 

この会則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 附 則 

この会則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この会則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この会則は、平成３０年４月１日から施行する。 
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附 則 

この会則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

備 考 

平成３年４月１日 会則施行 

平成８年４月１日 施行 

（総務委員を１５名から２０名とし幹事を廃止｡地区連絡会に議決機能を持たせる｡) 

平成１１年４月１日 施行 

 （役員の選考について､総務委員ではなく､別の定めにより選出された選考委員が選考にあ

たる｡) 

平成１６年４月１日 施行 

（書記、会計のうち１名を会長代行者以外の副会長が兼務する。） 

平成１７年４月１日 施行 

（理事を１４名から２０名とする。） 

平成２３年４月１日 施行 

（理事を２０名から２１名とする。総務委員を２６名から２７名とする。） 

平成２５年４月１日 施行 

（事業内容、入退会、地区会長が地区コミュニティ会議会長兼務等について条文を追加） 

平成２８年４月１日 施行 

（理事を２１名から２２名とする。総務委員を２７名から２８名とする） 

平成３０年４月１日 施行 

（区長会の目的を再整理、役員の欠員への対応条文を新設、会長任期を１期１年２期までに

変更） 

令和３年４月１日 施行 

（議事録における押印を廃止） 

令和５年４月１日 施行 

（役員会及び総務委員会の傍聴を追加） 
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（出典）豊田市区長会５０周年記念誌



地区コミュニティ会議のあらまし 

 
１ 豊田市の「コミュニティ」 

豊田市では「コミュニティ」があらわす概念を「ふれあい豊かな地域社会」と解釈して

います。この概念を踏まえ、住みよい地域社会の建設に向けた様々な活動が、日々地域住

民が主体となって取り組まれています。 

 

２ 自治区と地区コミュニティ会議（自治区コミュニティ構想） 

豊田市では現在、２９８を数える「自治区」の活動が古くから活発で、ある種の「コミ

ュニティ」がすでに形づくられていました。しかし、急激な社会情勢の変化がもたらした

新たな地域課題に対応すべく、「地区コミュニティ会議」が創設されました。 

この両組織の存在は決して屋上屋を架するものではなく、自治区は夏祭りや運動会など

のふれあい行事を含めたすべてのコミュニティ活動を掌る基本単位として存在し、地区コ

ミュニティ会議は自治区及び地区内の各種団体間の情報交換の場を提供し、広域的なコミ

ュニティ活動を調整するという明確な役割分担がされています。そして、この連携体制こ

そが広域化する地域課題対策の決定打として打ち出された「自治区コミュニティ構想」で

あり、豊田市のコミュニティづくりの大きな特徴となっています。 

 

３ 地区コミュニティ会議の設置状況と構成員 

中学校区を単位として現在２８地区設置されています。各地区コミュニティ会議は、住

民主体で運営されており、自治区をはじめとした地域に展開する各種団体（例：青少年健

全育成推進協議会、高齢者クラブ、ＰＴＡ等）のメンバーで構成されています。 

 

４ 地区コミュニティ会議の活動内容 

地区コミュニティ会議の活動は、発足間もない頃、地域住民のふれあい機会の提供を目

的とした各種イベントの開催が中心でしたが、現在では地域課題の解決を主眼に置き、地

域で活動する各種団体間の連絡調整・情報交換を活動の基本としています。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 交流館の役割 

各地区コミュニティ会議の事務局業務には、中学校区ごとに設置されている交流館があ

たっています。交流館は組織運営に関する事務を処理するかたわら、コミュニティ活動に

必要とされる知識・技術の習得のための各種講座や事業を実施し、コミュニティ会議を側

面から支援しています。 

 

 

 

 

 

（地区コミュニティ会議の主な活動事例） 

・連絡調整会議     ・社会を明るくする運動   ・愛のパトロール    

・介護研修会       ・ふれあいサービス事業    ・健康ウオーキング大会 

・地域美化活動     ・環境施設視察研修     ・広報誌発行  

・二十歳のつどい    ・ふれあいまつり                 等 
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◆地域会議とは・・・ 

地域会議は、平成１７年の市町村合併を機に、地域社会の住民自治力（地域力）を高め地

域住民の意見を市の施策に反映させることを前提に設置された行政機関で、地域住民の多様

な意見の集約と調整を主な役割としています。 

地域会議は、中学校区を単位として全２８地区に設置されています。地域会議委員は、無

報酬、任期２年の非常勤特別職（地方公務員）であり、自治区や各種公共的団体から推薦さ

れた委員及び公募委員等により１地域会議につき２０名以内で構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

１ わくわく事業（補助金制度） 

（１）趣  旨 

住みやすい地域づくりに向け、地域住民が主体的に取り組む事業を支援する。 

（２）交付上限額 

 １団体当たり原則１００万円/年 

（３）応募資格 

 ・５人以上で組織された団体  

   ・活動が地域の多数の住民に支持される団体  

   ・政治活動、宗教活動又は営利活動を目的としない団体 

   ・暴力団と密接な関係を有しない団体 

 

２ 地域課題解決事業 

 （１）趣  旨 

地域で共通認識された課題の解決策を、市の施策に反映させ、効果的に地域課題 

を解消する仕組み。 

 （２）予算上限額 

   なし 

 （３）事業化の流れ 

・地域会議から行政に出された提言に基づき市が解決策を検討し、事業化 

   ・支所に寄せられた地域からの意見に基づき市が解決策を検討し、事業化 

 

（地域会議の主な役割） 

・市長からの諮問事項に関する審議、答申 

・地域住民の意見の集約と調整 

・地域課題の解決に係る行政への提言 
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区長会役員会 資料 

令和５年４月１２日 
 

令和５年度 豊田市区長会役員会等の日程について 
    

１ 区長会役員（地区会長） 

（１）定例役員会  場所：豊田市役所 南５１会議室（※のみ南５２会議室） 
第 １ 回    ４月 １２日 （水） 午後３時～ 
第 ２ 回    ４月 ２６日 （水） 午後２時～ 
第 ３ 回    ５月 ３１日 （水） 午後２時～（※） 
第 ４ 回    ６月 ２８日 （水） 午後２時～ 
第 ５ 回    ７月 ２６日  （水） 午後２時～ 
第 ６ 回    ８月 ３０日  （水） 午後２時～（※） 
第 ７ 回   ９月 ２７日  （水） 午後２時～（※） 
第 ８ 回  １１月  １日  （水） 午後２時～ 
第 ９ 回  １１月 ２９日 （水） 午後２時～ 
第１０回  １２月 ２７日  （水） 午後２時～ 
第１１回   １月 ３１日 （水） 午後２時～ 
第１２回   ２月 ２８日 （水） 午後２時～ 
 

（２）地区区長会関係 

    定例会（区長会役員会での報告事項の伝達や情報交換をするため、毎月１回の地

区区長会連絡会）を開いて、地区の活性化を図ってください。 
 
２ 総務委員（表彰者推薦委員） 

（１）総務委員会  場所：豊田市福祉センター（第１回のみ南７１委員会室） 
第 １ 回    ４月 １２日  （水） 午後３時～ 
第 ２ 回    ７月 １９日  （水） 午後２時～ 
第 ３ 回     ２月 １４日  （水） 午後２時～（表彰者選考委員会） 
  

（２）研究会 

    令和４年度に引き続き、浄水地区研究会と美里地区研究会を設置し、自治区デジ

タル実証実験を実施。日程・内容等については、各地区と相談して決定。 
 
３ 共通事項 

（１）区長会総会  日 時：５月１３日（土）午前１１時～午後０時１５分 

場 所：豊田市民文化会館 小ホール 

          参加者：令和５年度区長、令和４年度４役、永年表彰者・一般表彰者 

（２）役員・総務委員会合同研修会    

日 時：９月１５日（金）午後２時  

場 所：豊田市福祉センター 

内 容：未定 

（３）区長会４役研修会    ※内容・時期未定 
（４）会計監査      令和６年３月２７日（水）午後２時：豊田市役所 
（５）役員選考委員会 令和６年３月１３日（水）午後２時：豊田市役所 
 

 

【問合せ先】 

区長会事務局（豊田市役所地域支援課内） 

電 話 ３４－６６２９ ＦＡＸ ３５－４７４５  
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令和５年４月１２日 

 

豊田市区長会役員 各位 

 

豊田市区長会長 

 

慶弔連絡等の取扱いについて 

 

みだしのことについて、豊田市区長会慶弔に関する規程に基づき、下記の要領で対応いたし

ます。なお、役員の皆様へは、携帯電話やＦＡＸ、メール等にてご連絡させていただきたいと

存じますので、お手数をおかけしますが、別紙提出用紙にご記入いただき、４月２８日（金）

までに窓口、ＦＡＸ、メールのいずれかの方法で豊田市区長会事務局へご提出くださいますよ

うお願いいたします。 

 

記 

 

１ 連絡範囲 

内      容 連   絡   先 

役員・総務委員の死亡 全役員・全総務委員 

その他の会員（区長）の死亡 会長・副会長・関係地区会長 

役員の同居親族の死亡 全役員 

総務委員の同居親族の死亡 会長・副会長・関係地区会長・全総務委員 

その他の会員の同居親族の死亡 関係地区会長 

   ※本人及び同居の親族の場合は、地域支援課から、秘書課・議会事務局へ連絡します。 

 

２ 支給事例 

区分 内          容 区長会の対応 備    考 

死亡 
会員の死亡 

香典１万円 

生花一基 

 

会員の同居の親族及び実親の死亡 香典５千円                      

見舞 
会員の自宅焼失 見舞金１万円 半焼以上の被害 

会員の入院 見舞金５千円 概ね２週間以上 

全般 会長が特に必要と認めた場合 状況に応じた額 慶弔全般 

 

３ 連絡先（別紙提出用紙の提出先） 

   豊田市区長会事務局（豊田市役所地域振興部地域支援課内） 中山 

電 話 ３４－６６２９ ＦＡＸ ３５－４７４５ 

メール juminjichi@city.toyota.aichi.jp 
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令和５年４月１２日 

 

地区区長会長 各位 

  地域振興部 後藤 哲也  

 

令和５年度自治区運営の手引説明会の開催について 

  

このことについて、「自治区運営の手引研修会」を開催しますので、地区区長会における

開催希望日を決定し、各支所（挙母地域自治区については地域支援課）までご連絡をお願い

します。 

 

記 

 

 １ 内   容   自治区運営の手引に基づき、助成制度等について市職員が説明します。 

          ※ 時間は、おおむね３０分～１時間を予定しています。 

 ２ 対 象 者   自治区長・自治区役員（複数でも可） 

 ３ 提出期限   令和５年４月２１日（金）※期限厳守でお願いします。 

 ４ 開 催 日      ４月２７日（木）以降の開催をお願いします。 

          （担当者の都合で開催日を調整させていただくことがありますので、 

           ご了承ください） 

   ５ 持 ち 物   令和５年度 自治区運営の手引 冊子 

※４月１０日区長便でお送りしています。 

 ６ 提 出 先   各支所 地域振興担当（挙母地域自治区については地域支援課） 

※ 担当につきましては、資料５ページをご覧ください 

 ７ 申込方法   電話、ＦＡＸ、メール 

                                               

 

地区名                  地区区長会 

開催日 令和５年  月  日（  ） 

開催時間 午前・午後   時  分から   時   分 

開催場所 
 

 

参加予定者 

 １ 区長のみ 

 ２ 区長ほか自治区役員 

参加予定人数 

 

               人 
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◆過去の実績と今年度の予定

新聞社 時期 広告内容 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

㈱新三河タイムス社 ４月 春の交通安全運動 5,500 5,500 5,500 5,500

㈱矢作新報社 〃 　　〃 5,500 5,500 5,500 5,500

㈱矢作新報社 ６月 春の環境美化活動 5,500 5,500 5,500 5,500 （予定）

㈱新三河タイムス社 〃 　　〃 5,500 5,500 5,500 （予定）

㈱矢作新報社 ７月 暑中見舞 5,500 5,500 5,500 5,500 （予定）

㈱新三河タイムス社 〃 　　〃 5,500 5,500 5,500 5,500 （予定）

㈱矢作新報社 ９月 秋の環境美化活動 5,500 5,500 5,500 5,500 （予定）

㈱矢作新報社 〃 秋の交通安全運動 5,500 5,500 5,500 5,500 （予定）

㈱新三河タイムス社 〃 　　〃 5,500 5,500 5,500 5,500 （予定）

㈱新三河タイムス社 １月 年賀 5,500 5,500 5,500 5,500 （予定）

㈱矢作新報社 〃 　〃 5,500 5,500 5,500 5,500 （予定）

55,000 60,500 60,500 60,500 （予定）

◆見本

矢作新報社

合　　　計

Ｒ５

広告協賛について

6月19日（日）は豊田市環境美化の日です
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豊田市区長会定期総会運営（案）について 

１ 概 要 

（１）期  日   令和５年５月１３日（土） 

（２）時  間   午前１１時 開会 （受付：１０時３０分開始） 

（３）会  場   豊田市民文化会館 小ホール（豊田市小坂町１２－１００） 

（４）対 象 者   令和５年度区長、令和４年度４役、区長永年表彰者、一般表彰者 

（５）来賓予定   市長・社会福祉協議会長・地域振興部長 

          豊田警察署長・足助警察署長 

２ スケジュール 

令和４・５年度４役及び令和５年度正副総務委員長は、１０時５０分に壇上へご集合ください。 

予定時間 令和５年度区長 

１０：５０ 
自由席 

※出欠の変更があった場合は、令和５年度総務委員が取りまとめて受付に報告 

１１：００ 総会開会 

１２：１５ 総会閉会 解散 

 

３ 出欠確認体制 

 総会当日の受付混雑回避のため、総務委員の皆様は４月２８日（金）までに別紙「総会出欠確認

票」にて地区の出欠を取りまとめ、支所または地域支援課に御提出ください。（ＦＡＸ可） 

地区名 自治区名 区長名 地区名 自治区名 区長名 

崇化館(12) 一 区 中川隆英 若  園(3) 吉原町 山内康孝 

梅坪台(4) 上 原 山本孝宏 猿投台(11) 下越戸 呉山永石 

浄 水(5) 逢妻町 田中正樹 井  郷(5) 井 上 後田澄夫 

朝日丘(7) 下 林 河合 保 猿  投(8) 猿 投 眞木 保 

逢  妻(11) 本 地 岡部千治 保  見(13) 東保見町 湯浅進也 

高  橋(15) 上 野 岩田弘勝 石  野(19) 力石町 阿部金一 

美  里(14) 御 立 水野吉朗 松  平(22) 王 滝 鈴木敏道 

益  富(14) 志賀町 鶴田政勝 藤 岡(18) 北一色 島田 勝 

豊  南(9) 山之手 川上正弘 藤岡南(6) 藤 営 藤本修身 

末野原(11) 鴛 鴨 長谷川芳孝 小 原(12) 太 平 加藤 章 

上  郷(17) 上中島 成田達治 足 助(14) 足 助 三宅利幸 

竜  神(8) 東 田 天野政敏 下 山(7) 和 合 加藤幸峰 

若  林(4) 高美町 伊藤篤勇 旭(5) 小 渡 田村重幸 

前  林(11) 西 岡 永田正明 稲 武(13) 富永町 伊藤秀治 

※ ４月２９日以降に出欠の変更があった場合は、総務委員（欠席の場合は役員）が地区ごとに取

りまとめて総会当日に会場受付へ御報告をお願いします。 
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４ 進行・役割分担表 

時間 内 容 担 当 備 考 

10：30 

11：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11：30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11：50 

 

 

 

 

 

 

 

 

12：10 

受 付 事務局  

市民の誓い唱和 福士 範行 前副会長（司会者） 

開会のことば 鈴木 隆之 前副会長兼書記 

会長あいさつ 深津 澄男 前会長（３分） 

永年退職区長 豊田市感謝状贈呈 太田 稔彦 市長 

永年退職区長 区長会感謝状贈呈 深津 澄男 前会長 

表彰規程に基づく区長会感謝状贈呈 深津 澄男 〃 

来賓祝辞 太田 稔彦 市長（３分） 

 〃 野村 喜之 豊田警察署長（３分） 

（足助警察署長・社会福祉協議会長・地域振興部長は自席であいさつ） 

 

―休 憩― 

                            

総会議長選出 福士 範行 前副会長 

議長登壇 未 定 逢妻地区 

 （以下議案ごとに 逢妻地区で拍手への協力） 

令和４年度豊田市区長会事業 報告 阿垣 剛史 前副会長兼会計 

〃      会計決算 報告 阿垣 剛史 前副会長兼会計 

〃      会計監査 報告 澤田 博文 前会計監査 

令和４年度区長会共済会事業 報告 阿垣 剛史 前副会長兼会計 

〃      会計決算 報告 阿垣 剛史 前副会長兼会計 

〃      会計監査 報告 澤田 博文 前会計監査 

豊田市区長会会則の改正（案） 鈴木 隆之 前副会長兼書記 

令和５年度豊田市区長会役員選任 報告 鈴木 隆之 選考委員長 

前４役降壇   

会長あいさつ 阿垣 剛史 新会長（３分） 

自己紹介（４役・総務委員会正副委員長） 

令和５年度豊田市区長会事業計画 提案 山口 五郎 新副会長兼会計 

〃      会計予算 提案 山口 五郎 新副会長兼会計 

令和５年度区長会共済会事業計画 提案 山口 五郎 新副会長兼会計 

〃      会計予算 提案 山口 五郎 新副会長兼会計 

議長降壇   

進行 寺田 典明 新副会長 

連絡事項 「まちと川を美しくする会」推進と

報告会  事業報告及び事業計画 
深津 澄男 新副会長兼書記 

閉会のことば 寺田 典明 新副会長 
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令和４年度  豊田市区長会 事業報告 

  

 

１  地区区長会連絡会（＝地区定例会）           随時 

 

２  定例役員会（４月～３月）              １２回 

                              

３  区長会４役会議（４月～２月）（原則毎月１回）         １１回 

     

４  総務委員会（４月・２月）                ２回  

 

５  総務委員会研究会（１０月～令和５年３月）       随時 

                                                               

   ６  会計監査（令和５年３月）               １回 

 

７  役員選考委員会（令和５年３月）             １回 

 

８  総会（５月１４日）                  １回 

 

９  区長会４役視察研修会（１１月）            １回 

 

１０ 表彰者選考委員会（令和５年２月）           １回 
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令和４年度  

 

豊田市区長会 会計決算 

     

収入総額   ２０，０９３，５１５ 円 

支出総額    ８，４３０，８７８ 円 

差引残額   １１，６６２，６３７ 円（次年度繰越金） 

☆ 収入の部                                 単位：円 

科 目 
予算額 

（Ａ） 

決算額 

（Ｂ） 

比較増減 

（Ｂ－Ａ） 
備 考 

前年度繰越金 9,389,326 9,389,326 0  

会 費 8,940,000 8,940,000 0 30,000 円×298 自治区 

豊田市補助金 700,000 700,000 0 
区長名簿等印刷費等に対す

る補助金 

社 協 助 成 金 1,053,500 1,043,000 ▲10,500 
日赤社費及び社協会費の募

集協力費 

雑 収 入 530,000 21,189 ▲508,811 
視察参加負担金,区長バッチ

売払金,預金利息 

計 20,612,826 20,093,515 ▲519,311  

 

☆ 支出の部                                 単位：円 

科 目 
予算額 

（Ａ） 

決算額 

（Ｂ） 

比較増減 

 （Ｂ－Ａ） 
備 考 

総 会 費 700,000 470,741 ▲229,259 証書ﾎﾙﾀﾞｰ,表彰者記念品等 

会 議 研 修 費 3,500,000 674,692 ▲2,825,308 
役員会,総務委員会,費用弁

償,お茶代等  

地 区 運 営 費 5,960,000 5,960,000 0 
１自治区当り 20,000 円を地

区区長会へ 

広 報 広 告 費 66,000 55,000 ▲11,000 新聞広告掲載料 

渉 外 費 150,000 67,483 ▲82,517 地区区長会への手土産等 

慶 弔 費 170,000 53,800 ▲116,200 香典,見舞金  

事 務 費 1,700,000 1,149,162 ▲550,838 
区長名簿,手引,消耗品,自治

区加入促進チラシ等 

予 備 費 8,366,826 0 ▲8,366,826  

計 20,612,826 8,430,878 ▲12,181,948  
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令和４年度  

 

豊田市区長会共済会 事業報告 

 

 

 

１ 共済会総会（５月１４日）                １ 回 

 

２ 運営委員会（４月～３月）               １２ 回 

 

  （１）  見舞金支給件数               ５０ 件 

 

（２） 見舞金支給総額        １，４９１，０００ 円 

 

  （３）  賠償金支払件数               １５ 件 

 

（４）  賠償金支払総額           ３，０９７，４００ 円 
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令和４年度  

 

豊田市区長会共済会 会計決算 

 

収入総額    ３７，７９４，７８４  円 

支出総額    １４，６４３，７４８  円 

差引残額    ２３，１５１，０３６  円（次年度繰越金） 

 

☆ 収入の部                             単位：円 

科 目 
予算額 

（Ａ） 

決算額 

（Ｂ） 

比較増減 

（Ｂ－Ａ） 
備 考 

前 年 度 繰 越 金 23,293,603 23,293,603 0  

会 費 14,514,200 14,499,400 ▲14,800 100 円×144,994 世帯 

繰 入 金 2,000 1,560 ▲440 準備金利息 

雑 収 入 1,000 221 ▲779 預金利息 

計 37,810,803 37,794,784 ▲16,019    

 

☆ 支出の部                             単位：円 

科 目 
予算額 

（Ａ） 

決算額 

（Ｂ） 

比較増減 

（Ｂ）－（Ａ） 
備 考 

見 舞 金 4,500,000 1,491,100 ▲3,008,900 見舞金支給費 

賠 償 保 険 料 2,300,000 1,610,980 ▲689,020 自治会活動保険保険料 

会 議 研 修 費 100,000 36,288 ▲63,712 運営委員会,区長お茶代 

地 区 運 営 費 4,470,000 4,470,000  0 
１自治区当り 15,000 円を

地区区長会へ 

事 務 費 7,080,000 7,035,380 ▲44,620 

事務職員・臨時職員給

与、社会保険料,回覧板作

成 等 

予 備 費 19,360,803 0 ▲19,360,803  

計 37,810,803 14,643,748 ▲23,167,055  
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令和５年度  豊田市区長会  事業計画(案) 

 

１ 地区区長会連絡会（＝地区定例会） （原則毎月 1回）１２回 

２ 定例役員会（４月～３月） （原則毎月 1回）１２回 

３ 区長会４役会議（４月～２月） （原則毎月 1回）１１回 

４ 総務委員会（４月～２月） ３回 

５ 総務委員会研究会（４月～３月） ５回 

６ 役員選考委員会（３月） １回 

７ 総会（５月１３日） １回 

８ 区長会役員・総務委員会合同研修会（９月） １回 

９ 区長会４役研修会（未定） １回 

１０ 表彰者選考委員会（２月） １回 

１１ 会計監査（３月） １回 
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令和５年度 豊田市区長会 会計予算（案） 

 

☆ 収入の部                            単位：円 

科目 

５年度 

予算額

（Ａ） 

４年度 

予算額

（Ｂ） 

前年対比 

（Ａ）－（Ｂ） 
備 考 

前年度繰越金 11,662,637 9,389,326 2,273,311  

会 費 8,940,000 8,940,000 0 30,000 円×298 自治区 

豊田市補助金 700,000 700,000 0 
自治運営の手引き印刷費等

に対する補助金 

社 協 助 成 金 1,053,500 1,053,500 0 
日赤社費及び社協会費の募

集協力費 

雑 収 入 530,000 530,000 0 
個人負担金、区長バッチ売払

金、預金利息 

計 22,886,137 20,612,826 2,273,311  

 

☆ 支出の部                            単位：円 

科目 

５年度 

予算額

（Ａ） 

４年度 

予算額

（Ｂ） 

前年対比 

（Ａ）－

（Ｂ） 

備 考 

総 会 費 700,000 700,000 0 
証書ホルダー、表彰者記念品

代、会場費等 

会 議 研 修 費 3,500,000 3,500,000 0 
役員会、総務委員会、研修会 

費用弁償等  

地 区 運 営 費 5,960,000 5,960,000 0 
１自治区当り 20,000 円を地

区区長会へ 

広 報 広 告 費 66,000 66,000 0 新聞広告掲載料 

渉 外 費 150,000 150,000 0 各種団体行事への協賛金等 

慶 弔 費 170,000 170,000 0 香典、見舞金等 

事 務 費 1,700,000 1,700,000 0 

手引印刷費、消耗品等（帽子

等）、ホームページ維持管理

更新費 

予 備 費 10,640,137 8,366,826 2,273,311  

計 22,886,137 20,612,826 2,273,311  
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令和５年度 豊田市区長会共済会 事業計画(案) 

 

 

区長会共済会では、見舞金支給制度により自治区及び自治区内に

おける諸団体の行事における怪我等に対応しています。 

また、自治会活動保険に引き続き加入し、自治区が所有・使用・管

理する施設や自治区活動中の事故が原因で、他人の生命・身体・財物

を害した場合についても補償することで、自治区内における諸活動

もより一層安心して実施できるよう対応してまいります。 

今年度も、地域の活性化事業をより一層支援し、安心の提供を行

ってまいります。 

 

 

１ 共済会総会          １回（区長会総会と同時） 

 

２ 共済会運営委員会      １２回（区長会役員会と同時） 

 

３ 見舞金及び賠償金の支給    随 時 
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令和５年度 豊田市区長会共済会 会計予算(案) 

 

☆ 収入の部                         単位：円 

科目 

５年度 

予算額 

（Ａ） 

４年度 

予算額 

（Ｂ） 

前年対比 

（Ａ）－

（Ｂ） 

備 考 

前年度繰越金 23,151,036 23,293,603  142,567  

会 費 14,545,400 14,514,200 31,200 100 円×145,454 世帯 

繰 入 金 2,000 2,000 0 準備金利息 

雑 収 入 1,000 1,000 0 預金利息 

計 37,699,436 37,810,803  111,367  

 

 

☆ 支出の部                         単位：円 

科目 

５年度 

予算額 

（Ａ） 

４年度 

予算額 

（Ｂ） 

前年対比 

（Ａ）－

（Ｂ） 

備 考 

見 舞 金 4,500,000 4,500,000 0 見舞金支給費 

賠 償 保 険 料 2,300,000 2,300,000 0 自治会活動保険 保険料 

会 議 研 修 費 100,000 100,000 0 運営委員会費 

地 区 運 営 費 4,470,000 4,470,000 0 
１自治区当り 15,000 円を

地区区長会へ 

事 務 費 7,430,000 7,080,000 350,000 

事務職員給与、消耗品費、

回覧板等作成費（会費収入

見込み額の 1/4 以内） 

予 備 費 18,899,436 19,360,803 ▲461,367  

計 37,699,436 37,810,803 ▲111,367  
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令和５年度 豊田市区長会共済会 

 

第 １ 回  運 営 委 員 会 

 

１ 見舞金の支給について 

該 当 期 間 
令和４年度支給状況 令和３年度同期状況 

件数 支給額（円） 件数 支給額（円） 

3 月 1 日～3 月 31 日 0 0 1 70,000 

4 月 1 日～3 月 31 日 50 １,491,100 22 744,000 

１件あたりの平均支給額 ― 29,822 ― 33,818 

 

２ 賠償金の支給について 

該 当 期 間 
令和４年度支給状況 令和３年度同期状況 

件数 支給額（円） 件数 支給額（円） 

3 月 1 日～3 月 31 日 0 0 0 0 

4 月 1 日～3 月 31 日 15 3,097,400 11 1,360,502 
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         豊田市地区コミュニティ会議会長の感謝状贈呈に関する規定 

 

（目  的） 

第１条  地区コミュニティ会議会長として、その任期を終えた者の

任期中のふれあい豊かな近隣社会実現への功績と努力に対して、感

謝の意を表することを目的とする。 

 

（推  薦） 

第２条  地区コミュニティ会議会長連絡会役員会は、会長として通

算３年以上にわたり職務を遂行し退職した者について、適当と認め

たときは豊田市長に対し推薦を行うものとする。 

 

（感謝状贈呈） 

第３条  豊田市長は前条により推薦を受けた者について、適当と認

めたときは感謝状を贈呈するものとする。 

 

（贈呈資格の規制） 

第４条  退職者への感謝状贈呈は１回とする。 

 

（細  則） 

第５条  この規定に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

 

    付      則 

１  この規定は、昭和６３年３月１０日から施行する。 

２  この規定は、平成１１年４月１日から施行する。 
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      豊田市地区コミュニティ会議会長の感謝状贈呈に関する内規 

                                                            

         

（趣  旨） 

第１条  この内規は、豊田市地区コミュニティ会議会長の感謝状贈

呈に関する規定第５条に基づき、必要な事項を定めるものとする。 

 

（推  薦） 

第２条  地区コミュニティ会議会長連絡会役員会は、豊田市長へ推

薦する場合、地区コミュニティ会議会長連絡会の了承を得るものと

する。 

 

（贈呈対象者） 

第３条  通算３年以上地区コミュニティ会議会長の職務に従事して

退職した者は、原則としてすべて対象とする。 

 

（委  任） 

第４条  この内規に定めるもののほか、必要な事項はその都度役員

会が定める。 

 

    付      則 

１  この内規は、昭和６３年３月１０日から施行する。 

２  この規定は、平成１１年４月１日から施行する。 
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４月区長便送付文書一覧 
 

※区長会ホームページ（https://www.toyota-kuchokai.org）でも、資料を掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

№ 文 書 名 担当課 電話 種類 送付先 

1 防災に関する緊急情報の提供等 防災対策課 34-6750 依頼 全自治区 

2 
令和５年度高齢者交通安全防犯世帯訪問

事業 
交通安全防犯課 34-6633 通知 関係自治区 

3 「交通安全市民会議ニュース４月号」他 交通安全防犯課 34-6633 通知 全自治区 

4 令和５年度における「広報とよた」の配布 市政発信課 34-6604 通知 全自治区 

5 令和５年度「環境委員情報交換会」の開催 循環型社会推進課 71-3001 通知 全自治区 

6 豊田市区長会定期総会の開催について 豊田市区長会 34-6629 通知 全自治区 

7 令和５年度「たより編集研修会」の中止 地域支援課 34-6629 通知 全自治区 

8 
とよた市民福祉大学(第８期)市民公開講

座 
社会福祉協議会 31-1294 回覧 全自治区 

9 ぼらんてぃあだより 社会福祉協議会 31-1294 配布 旧市内自治区 

10 ごみ非常事態宣言の発令 循環型社会推進課 71-3001 回覧 全自治区 

封

筒 
「防犯あいち」及び「防犯ポスター」 防犯協会連合会 33-7201 

回覧

配付 

豊田警察署 

管内の自治区 

封

筒 

令和５年度自治区運営の手引(冊子２冊)

様式集(CD-ROM)自治区加入促進ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 
豊田市区長会 34-6629 配布 全自治区 

 

※自治区だよりは、発行の都度支所に３部（挙母地区は地域支援課に２部）提出してください。 

※区長便の袋は、すみやかに空にして返却してください。 

（提出物などを入れないようお願いします。) 

 

【地域支援課】電 話：（0565）34－6629  ＦＡＸ：（0565）35－4745 

メール：chiikishien＠city.toyota.aichi.jp 

 

 

 

 

※今月の区長便は、令和４年度と同じ配達先へ配達しています。 

５月から令和５年度の新区長に配達します。 
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「広報とよた」配布についての注意点 
 

① 「広報とよた」へ市が発行する文書等以外は折り込んで配布しないようお願いします。 

 

【理由】 市発行以外の文書等を「広報とよた」に折り込むことで、市が発行している

（あるいは後援等をしている）文書であるとの誤解を市民に与えるため。 

 

    

 

 

 

 

 

宗教（神社等を含む）に    選挙活動（政治活動） 

関するチラシ等        のチラシ等 

 

 

 

 

 

地元スーパーや        民間広告会社が作成した 

各種ＰＲのチラシ等      ガイドマップ等 
 

 

② 「広報とよた」の配布は全世帯を対象としています。自治区に加入していない世帯へも

配布いただきますようお願いします。 

③ 必要な配布部数の管理をお願いします。配布部数に変更がある場合は、発行日（１日）

の３週間前までに、市政発信課までご連絡ください。 

④ 「広報とよた」は発行日（１日）の４日前の午後５時までに、自治区へお届けします。

各世帯へは発行日までに配布いただきますようお願いします。 

⑤ 「広報とよた」５月号と１月号は、通常より早く自治区へお届けします。日程につきま

しては、４月と１２月の区長便で案内文書を送付します。 

 

担当及び問合せ先   

市政発信課  ３４－６６０４ E-mail：shisei@city.toyota.aichi.jp 

地域支援課  ３４－６６２９ E-mail：chiikishien@city.toyota.aichi.jp 

 

広報とよたに折り込んではいけないものの例 
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Ｍｅｍｏ 
｢人づくり･まちづくり･幸せづくり｣ 



「市民の誓いシンボルマーク」(平成 18 年制定) 
「豊田市の花『ひまわり』の種をモチーフに、本文の５項目

を明るいラインで表し、実践活動を通じて、わたくしたち
市民の手で、豊田市を未来に向かって育て伸ばそう」とい
う意味を表しています。 

 

豊田市民の誓い 
 

 わたくしたちは、七 州
しちしゅう

をのぞむ 美
うつく

しい山河
さ ん が

にかこまれ、 

 輝
かがや

かしい 衣
ころも

の里
さと

の歴史
れ き し

と伝統
でんとう

をうけつぎながら、 

   明日
あ す

に向
む

かって伸
の

びゆく豊田市
と よ た し

の市民
し み ん

です。 

 

    １   緑
みどり

をはぐくみ、川
かわ

を大切
たいせつ

にして、 

豊
ゆた

かな自然
し ぜ ん

を愛
あい

しましょう。 

１   スポーツに親
し た

しみ、教養
き ょ う よ う

を高
た か

めて、 

文化
ぶ ん か

の向上
こ う じ ょ う

につとめましょう。 

    １   元気
げ ん き

で 働
はたら

き、若
わか

い 力
ちから

をそだてて、 

幸
しあわ

せな家庭
か て い

をつくりましょう。 

    １   互
たが

いに助
たす

けあい、 心
こころ

の輪
わ

をひろげて、 

あたたかい町
まち

をつくりましょう。 

１   いのちを尊
とうと

び、きまりを守
ま も

って、 

住
す

みよい社会
し ゃ か い

をつくりましょう。 
                                                  （昭和５３年３月１日制定） 

       


